
件   名 県議会令和３年６月定例会提出予定案件について 

提出理由 

  
 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に

関する条例の一部を改正する条例案について、埼玉県教育委員会の権限

に属する事務の委任等に関する規則第４条第１項の規定により、別紙の

とおり専決処理したので、同条第２項の規定により報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

概   要 

１ 専決処理した理由 

  改正条例案を県議会令和３年６月定例会に提案するため、緊急に

処理する必要があり、かつ、教育委員会の会議を招集するいとまが

なかったため。 
 
 ２ 専決処理の状況 

 ⑴ 専決処理した条例案 

 埼玉県立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補

償に関する条例の一部を改正する条例案 

  ⑵ 専決処理日 

    令和３年６月３日 

 

 ３ 条例案の内容 

 ⑴ 介護補償の額の改定 

区   分 
支 給 金 額 

現行 改正後 差額 

常

時

介

護 

介護に要する費用を支出し、介

護を受けた日があるとき 

（上限額） 

166,950円 

（上限額） 

171,650円 
4,700円 

親族等による介護を受けた日が

あるとき 

（定額） 

72,990円 

（定額） 

73,090円 
100円 

随

時

介

護 

介護に要する費用を支出し、介

護を受けた日があるとき 

（上限額） 

83,480円 

（上限額） 

85,780円 
2,300円 

親族等による介護を受けた日が

あるとき 

（定額） 

36,500円 
改定なし 0円 

 

 ⑵ その他規定の整備 

 

４  施行期日 

   ⑴、⑵…公布の日から施行する。 

   ⑴は令和３年４月１日に遡って適用する。   

 

 

 

（保健体育課）  
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第    号 議 案  

   埼 玉 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る  

   条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 埼 玉 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 に 関 す る 条 例  

（ 昭 和 三 十 二 年 埼 玉 県 条 例 第 五 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 七 条 の 二 第 二 項 第 一 号 中 「 十 六 万 六 千 九 百 五 十 円 」 を 「 十 七 万 千 六 百 五 十 円 」

に 改 め 、 同 項 第 二 号 中 「 七 万 二 千 九 百 九 十 円 」 を 「 七 万 三 千 九 十 円 」 に 改 め 、 同 項

第 三 号 中 「 八 万 三 千 四 百 八 十 円 」 を 「 八 万 五 千 七 百 八 十 円 」 に 改 め る 。  

 附 則 第 一 条 の 三 第 七 項 中 「 第 十 三 条 の 二 第 二 項 第 一 号 た だ し 書 」 を 「 第 十 三 条 の

二 第 三 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

１  こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  改 正 後 の 第 七 条 の 二 第 二 項 の 規 定 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 以 後 に 支 給 す べ き 事 由   

 が 生 じ た 介 護 補 償 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 支 給 す べ き 事 由 が 生 じ た 介 護 補 償 に  

 つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  

 

  令 和 三 年   月   日 提 出  

        埼  玉  県  知  事     大   野   元   裕    

 

 

      提  案  理  由  

 公 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 の 公 務 災 害 補 償 の 基 準 を 定 め る 政  

令 の 一 部 改 正 に 伴 い 、 県 立 学 校 の 学 校 医 、 学 校 歯 科 医 及 び 学 校 薬 剤 師 に 対 す る 介 護

補 償 の 額 の 改 定 等 を し た い の で 、 こ の 案 を 提 出 す る も の で あ る 。  
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埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

新
旧
対
照
表 

 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
、
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

案 

現 
 
 
 

行 

 
 
 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に 

 
 
 

関
す
る
条
例 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 

（
介
護
補
償
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
次 

 

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お 

 
 

け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を
要
す 

 
 

る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号 

 
 

に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護 

 
 

に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き 

 
 

を
除
く
。
） 

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ 

 
 

の
額
が
十
七
万
千
六
百
五
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
七
万
千
六
百
五
十
円
） 

 

二 

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
補
償
を
行
う
べ
き 

 
 

事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族 

 
 

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に 

 
 

要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護 

 
 

に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
七
万
三
千
九
十
円
以
下
で
あ
る
場
合
に
限 

 
 

る
。
） 

七
万
三
千
九
十
円 

 

三 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会 

 
 

規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場 

 
 

合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を 

 
 

受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

そ
の
月
に
お
け
る
介 

 
 

護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
八
万
五
千
七
百
八
十
円
を
超 

 
 

え
る
と
き
は
、
八
万
五
千
七
百
八
十
円
） 

 

四 

（
略
） 

第
八
条
～
第
二
十
三
条 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

第
一
条
・
第
一
条
の
二 

（
略
） 

 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
） 

 
 
 

埼
玉
県
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に 

 
 
 

関
す
る
条
例 

第
一
条
～
第
七
条 

（
略
） 

 

（
介
護
補
償
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

介
護
補
償
は
、
月
を
単
位
と
し
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
額
は
、
一
月
に
つ
き
、
次 

 

の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
（
障
害
の
程
度
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
は
、
そ
の
月
に
お 

 
 

け
る
最
初
の
変
更
の
前
の
障
害
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
常
時
介
護
を
要
す 

 
 

る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号 

 
 

に
お
い
て
「
常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護 

 
 

に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き 

 
 

を
除
く
。
） 

そ
の
月
に
お
け
る
介
護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ 

 
 

の
額
が
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
を
超
え
る
と
き
は
、
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
） 

 

二 

常
時
介
護
を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
月
（
新
た
に
介
護
補
償
を
行
う
べ
き 

 
 

事
由
が
生
じ
た
月
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
親
族 

 
 

又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
よ
る
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
そ
の
月
に
介
護
に 

 
 

要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を
受
け
た
日
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
介
護 

 
 

に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
が
七
万
二
千
九
百
九
十
円
以
下
で
あ
る
場
合 

 
 

に
限
る
。
） 

七
万
二
千
九
百
九
十
円 

 

三 

介
護
補
償
に
係
る
障
害
が
随
時
介
護
を
要
す
る
程
度
の
障
害
と
し
て
教
育
委
員
会 

 
 

規
則
で
定
め
る
も
の
に
該
当
す
る
場
合
（
次
号
に
お
い
て
「
随
時
介
護
を
要
す
る
場 

 
 

合
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
そ
の
月
に
介
護
に
要
す
る
費
用
を
支
出
し
て
介
護
を 

 
 

受
け
た
日
が
あ
る
と
き
（
同
号
に
掲
げ
る
と
き
を
除
く
。
） 

そ
の
月
に
お
け
る
介 

 
 

護
に
要
す
る
費
用
と
し
て
支
出
さ
れ
た
額
（
そ
の
額
が
八
万
三
千
四
百
八
十
円
を
超 

 
 

え
る
と
き
は
、
八
万
三
千
四
百
八
十
円
） 

 

四 
（
略
） 

第
八
条
～
第
二
十
三
条 

（
略
） 

 
 
 

附 

則 

第
一
条
・
第
一
条
の
二 

（
略
） 

 

（
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
） 
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第
一
条
の
三 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

 
７ 
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
停
止
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
、
及
び
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
三
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
九

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
旧
国
民
年
金
法
第
六
十
五
条
第
二
項
、
児

童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
十
三
条
の
二
第
三
項
並

び
に
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
特

別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
三
十
四
号
）

第
十
七
条
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
支
給
停

止
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
～
第
四
条 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 

 

第
一
条
の
三 

（
略
） 

２
～
６ 

（
略
） 

 

７ 

第
五
項
の
規
定
に
よ
る
障
害
補
償
年
金
の
支
給
停
止
は
、
国
民
年
金
法
（
昭
和
三
十

四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
三
十
六
条
の
二
第
二
項
並
び
に
国
民
年
金
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
。
以
下
「
昭
和
六
十
年
法
律
第
三

十
四
号
」
と
い
う
。
）
附
則
第
二
十
八
条
第
十
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ

れ
、
及
び
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
三
十
二
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
第
一
条
の
規

定
に
よ
る
改
正
前
の
国
民
年
金
法
（
以
下
「
旧
国
民
年
金
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
九

条
の
二
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
さ
れ
る
旧
国
民
年
金
法
第
六
十
五
条
第
二
項
、
児

童
扶
養
手
当
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
十
三
条
の
二
第
二
項
第

一
号
た
だ
し
書
並
び
に
昭
和
六
十
年
法
律
第
三
十
四
号
附
則
第
九
十
七
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
九
年
法
律

第
百
三
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
支
給
停
止
に
該
当
し
な
い
も
の
と
す
る
。 

第
二
条
～
第
四
条 

（
略
） 

別
表 

（
略
） 

 

 

4


